
八代市告示第４７号 

騒音規制法に基づく特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する区

域の区分 

 

平成３１年３月２９日八代市告示第４６号（騒音規制法に基づく特定工場等

において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制す

る地域の指定並びに特定工場等において発生する騒音の時間及び区域の区分ご

との規制基準）による指定地域における特定建設作業に伴って発生する騒音に

ついて、昭和４３年１１月２７日厚生省、建設省告示第１号（特定建設作業に

伴って発生する騒音の規制に関する基準）別表（以下「別表」という。）によ

る区域を次のように定め、平成３１年４月１日から施行する。 

なお、平成２４年３月３０日八代市告示第１９号（騒音規制法に基づく特定

建設作業に伴って発生する騒音について規制する区域の区分）は、平成３１年

３月３１日限り、廃止する。 

平成３１年３月２９日 

八代市長 中 村 博 生    

 

１ 別表第１号に掲げる区域 平成３１年３月２９日八代市告示第４６号（騒

音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴っ

て発生する騒音について規制する地域の指定並びに特定工場等において発生

する騒音の時間及び区域の区分ごとの規制基準）の別表に定める第一種区

域、第二種区域及び第三種区域とする。 

２ 別表第２号に掲げる区域 平成３１年３月２９日八代市告示第４６号（騒

音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って

発生する騒音について規制する地域の指定並びに特定工場等において発生する

騒音の時間及び区域の区分ごとの規制基準）の別表に定める第四種区域とする。 


